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結論 
日立とコロンビア大学 CCSI の共同報告書は、知財制度そのものを主題にしたものではありません。し

かし、報告書が示す「AI は持続可能性移行を加速する一方で、透明性、データ品質、監査、人間の関与、

市場集中といった横断的リスクを生む」という分析は、知財業務にかなり直接的な影響を及ぼします。

特に、発明創出・特許出願の増加、AI 支援による知財実務の高度化、AI 由来成果の権利帰属・発明者

性・データ利用管理、営業秘密保護、AI ガバナンス対応が重要になります。 

日立の発表によれば、報告書は AI の影響を「地球環境」「エネルギーシステム」「産業・労働」「金融」

「民主主義と社会的レジリエンス」の 5 分野で整理し、リスク抑制のために部門別・領域横断・グロー

バルの三層ガバナンスを提言しています。CCSI 側の掲載ページも、AI が持続可能性移行に新たな道を

開く一方で、環境損傷、不平等、システム不安定性を悪化させ得るため、単一セクターでは対処できな

い横断的ガバナンスが必要だと説明しています。 

報告書の知財業務上の読みどころは、AI を単なる効率化ツールとして見るのではなく、研究開発、
発明創出、データ利用、競争構造、説明責任を同時に変える基盤技術として扱っている点にあり
ます。 

知財業務領域 予想される影響 実務上の対応 

発明発掘・研究開発支援 AI により研究開発と新発見が加速

し、特許出願候補が増える。 
AI を用いた発明抽出、先行技術調

査、特許ランドスケープを標準業務

化する。 

特許出願・権利化 報告書は AI 採用が特許出願増加に

寄与している可能性に触れている。 
出願件数の増加に備え、質評価、出

願優先順位、持続可能性領域でのポ

ートフォリオ戦略を強化する。 

発明者性・権利帰属 AI 支援で発明創出過程が複雑化す

る。 
人間の創作的関与、プロンプト、検

証、実験記録、AI 利用履歴を証跡

化する。 



営業秘密・機密管理 外部 AI 利用により未公開発明、ノ

ウハウ、研究データの漏えいリスク

が高まる。 

入力禁止情報、社内 AI 環境、ログ

管理、ベンダー契約、アクセス権限

を明確化する。 

著作権・データ権利処理 学習データ、生成物、第三者データ

の利用適法性が問題化する。 
データ来歴、ライセンス、利用目

的、出力物の検査フローを整備す

る。 

契約・ライセンス AI モデル、データ、生成物、責任

分担の条項が重要になる。 
AI 利用条項、成果物帰属、補償、

監査権、再学習禁止、セキュリティ

条項を契約に入れる。 

標準化・競争戦略 データ、プロプライエタリモデル、

計算資源の集中が市場集中を生むリ

スクがある。 

標準必須特許、オープンソース、共

同研究、データ共有、FRAND 方針

を再設計する。 

知財部門のガバナンス 透明性、監査、人間の監督、テス

ト、説明可能性が横断的セーフガー

ドになる。 

知財部門にも AI 利用規程、レビュ

ー責任者、監査ログ、モデル評価基

準を導入する。 

 

1. 発明創出と特許出願は増えるが、「量」より「質」の管理が重要になる 
報告書の産業・労働セクションでは、AI を汎用技術として位置づけ、産業構造と労働市場を変え、イノ

ベーションを加速し、新しい産業・職種を生み出す可能性を示しています。また、AI 採用が特許出願の

増加に寄与している可能性にも言及しています。 

これは知財部門にとって、AI 関連発明や AI を用いて創出された発明の相談が増えることを意味します。

具体的には、環境モニタリング、スマートグリッド、予知保全、デジタルツイン、金融データ解析、公

共サービス、サプライチェーン最適化など、報告書の 5 分野にまたがる発明が増える可能性があります。 

ただし、出願候補が増えるほど、すべてを出願するのではなく、事業貢献、持続可能性価値、実施可能

性、秘匿価値、標準化可能性、権利行使可能性で選別する力が重要になります。知財部門は、単なる出

願処理部門ではなく、AI とサステナビリティ領域の技術ポートフォリオを設計する戦略部門としての役

割を強める必要があります。 



2. AI 支援によって知財実務は高速化するが、ハルシネーションと説明責任が

ボトルネックになる 
報告書は、AI が研究開発、情報処理、複雑な意思決定を支援し得る一方で、透明性不足、データ品質、

監査、人間の監督といった横断的課題を重視しています。これは知財実務にそのまま当てはまります。 

知財部門では、AI により先行技術調査、無効資料調査、FTO 調査、クレームチャート作成、拒絶理由通

知への応答案作成、競合特許分析、発明提案書の整理、契約レビューなどが効率化されます。しかし、

AI の回答は誤引用、架空文献、技術理解の過度な一般化、請求項解釈の誤りを含み得ます。したがって、

AI 出力をそのまま判断根拠にせず、人間の専門家による確認、根拠文献へのリンク、検索式・使用デー

タベース・モデル名・入力プロンプトの記録が不可欠になります。 

AI活用対象 期待効果 注意点 

先行技術調査 調査範囲の拡大、分類候補の抽出、

類似文献の発見。 
検索漏れ、誤要約、引用番号の誤り

を人間が確認する必要がある。 

明細書作成支援 実施形態案、用語統一、翻訳、図面

説明の効率化。 
新規事項追加、過度な抽象化、実施

可能要件違反に注意する。 

拒絶理由対応 引用発明との差異整理、補正案の比

較。 
法的判断や禁反言リスクは弁理士・

担当者が判断する必要がある。 

特許ランドスケープ 技術クラスタ、競合、ホワイトスペ

ースの可視化。 
母集団設計と分類精度が結論を左右

する。 

契約レビュー AI、データ、成果物、秘密保持条項

の論点抽出。 
準拠法、責任制限、補償、監査権は

個別交渉が必要になる。 

 

3. 発明者性・権利帰属の証跡管理が重要になる 
AI が研究者の発想、実験計画、材料探索、ソフトウェア生成、設計案の比較を支援するようになると、

「誰が発明をしたのか」「AI の寄与はどこまでか」「企業に帰属する成果か」という問題が複雑になり

ます。多くの法域では、特許の発明者は自然人であることが前提とされるため、AI が関与した発明では、

人間がどの技術的課題を設定し、どの解決手段を選択し、どの効果を確認したのかを記録しておくこと

が重要です。 

実務上は、研究ノートや発明届に、AI 利用の有無、使用モデル、入力情報、出力候補、人間による選

択・修正・実験検証の内容を記録する欄を設けるべきです。これは単に法務防衛のためではなく、共同

研究、委託開発、大学連携、スタートアップ連携における成果帰属交渉でも重要になります。 



4. データ・モデル・計算資源の集中は、知財戦略と競争法リスクを変える 
報告書は、AI の重要投入資源であるデータ、プロプライエタリモデル、計算資源が少数の大手企業に集

中し、市場集中、技術拡散の遅れ、イノベーション制約を生む可能性を指摘しています。これは知財戦

略にとって非常に重要です。 

従来の知財戦略は、特許・ノウハウ・ブランド・著作権を中心に設計されてきました。しかし AI 時代に

は、データセット、モデル重み、学習パイプライン、評価ベンチマーク、クラウド計算環境、API アク

セス、プロンプト資産も競争優位の中核になります。したがって、知財部門は「特許を取るか秘匿する

か」だけでなく、「どのデータを独占するか、どのデータを共有するか、どのモデルを内製するか、ど

の部分をオープン化するか」を事業部門と一緒に設計する必要があります。 

また、サステナビリティ分野では、標準化や共同利用が社会実装を早める場合があります。エネルギー、

環境、安全、金融、公共領域では、過度な囲い込みが社会的受容や規制対応を妨げることもあります。

知財部門は、クローズドな権利取得だけでなく、オープンソース、パテントプール、標準必須特許、デ

ータ共有契約、公共調達対応を組み合わせる必要があります。 

5. AI ガバナンスは、知財部門自身の業務統制にも入ってくる 
報告書は、AI ガバナンスとして、分野別のルールだけでなく、透明性、説明責任、レジリエンス、人間

の監督、監査、データ保護、サイバーセキュリティなどの横断的セーフガードを提案しています。CCSI

のプレスリリースも、AI の恩恵を享受しリスクを抑えるためのガバナンスが技術進歩に追いついていな

いことを中心的警告として示しています。 

このため、知財部門で AI を使う場合にも、一般的な社内 AI ポリシー任せでは不十分です。未公開発明、

出願前明細書、拒絶対応方針、ライセンス交渉資料、M&A・アライアンス資料、営業秘密が含まれるた

め、知財部門専用の AI 利用ルールが必要です。 

管理項目 知財部門での具体策 

入力制限 公開前発明、クレーム案、交渉資料、第三者秘密情報

を外部生成 AI へ入力しない。 

証跡管理 AI 利用ログ、プロンプト、出力、採否判断、レビュー

者を保存する。 

人間の監督 出願判断、権利範囲、侵害・有効性判断、契約リスク

は専門家が最終判断する。 

データ来歴 学習・分析に使う特許データ、論文、技術文書、顧客

データの利用条件を確認する。 



セキュリティ 社内閉域 AI、アクセス制御、暗号化、監査ログ、ベン

ダー評価を導入する。 

品質保証 重要アウトプットには二重レビュー、根拠文献確認、

再現可能な検索式を求める。 

契約統制 AI ベンダー契約に再学習禁止、秘密保持、成果物帰

属、補償、監査権を入れる。 

 

6. 持続可能性トランジションは、知財ポートフォリオ評価軸を変える 
この報告書の特徴は、AI を「便利な技術」としてではなく、持続可能な社会への移行を左右する技術と

して扱っている点です。したがって、知財部門も AI 関連特許を単に件数や技術分類で管理するだけでは

不十分です。 

今後は、特許ポートフォリオを、脱炭素、循環経済、エネルギー効率、水資源、労働安全、金融包摂、

民主的レジリエンスといった価値軸で評価する必要があります。これは、ESG 投資、公共調達、共同研

究、標準化、政策提言、技術ブランド形成に関わります。特に日立のように社会インフラ、エネルギー、

産業、デジタルを横断する企業では、AI 関連知財は単独技術ではなく、社会システム実装のための知財

ポートフォリオとして管理されるべきです。 

実務上の優先アクション 
知財部門がまず着手すべきことは、AI 利用を禁止することではなく、高リスク領域を明確化し、証跡と

人間の判断を組み込んだ利用可能なワークフローを作ることです。具体的には、第一に、発明届・研究

ノートに AI 利用記録欄を追加すること。第二に、外部 AI への入力禁止情報を明文化すること。第三に、

AI 支援による先行技術調査や明細書作成について、人間のレビュー基準を定めること。第四に、AI・デ

ータ・モデル関連契約の標準条項を整備すること。第五に、サステナビリティ領域の特許ポートフォリ

オを再分類し、事業戦略と結び付けることです。 

以上を踏まえると、この共同報告書が知財業務に与える最大の示唆は、AI 時代の知財業務は、権利取得

中心から、データ・モデル・契約・ガバナンス・サステナビリティ価値を統合する業務へ拡張するとい

う点です。 
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